
令和５年度 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例施設整備マニュアル改訂の概要について

⑴ 東京都の福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル改訂に伴い、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
施設整備マニュアルにおいても改訂を行った。

⑵ 前回の改訂内容から区条例・規則等の変更や国のガイドライン、JIS規格変更等に沿った最新内容へ改訂した。
⑶ マニュアル全体がホームページでも読みやすく、また使用しやすくなるように構成等も整理し３分冊とした。

１改訂の目的

⑴全体(共通)●トイレのサイン計画（ピクト表示、BFトイレ）、●グレーチング幅1０㎜以下
各編冒頭へ基本的考え方を追加し、それぞれの編の内容を説明。

⑵建築物編 車椅子使用者用トイレの内寸基準、宿泊施設一般客室内基準追加、観覧席・客席、駐車場、
店舗内通路や座席、優良事例紹介◎その他休憩施設等※１

⑶道路編 ①●歩道に設ける縁石の高さを車道から15㎝以上とする基準の追加
②都施行規則改正に伴う順序等整理
③◎タクシー乗り場の縁石仕様について追記④その他 解説文や図の追加

⑷公園編 ➀便所（●寸法内にライニングを含めない、◎男女共用トイレの設置、
◎小便器や洗面所に杖置き場設置）◎優先駐車区画の説明の追加、誘導ブロックの図修正

⑸公共交通施設 ①◎券売機：話し言葉によるコミュニケーションが困難な人の利用に配慮したｲﾝﾀｰﾎﾝ等の設置
➁○駅舎等の旅客待合所及び休憩設備：優先席を設ける場合、付近に標識を設けることの追加
③○踏切内外で視覚障害者が安全に通行できるように点状ブロックの敷設についての文言等修正
④◎車椅子席乗車位置の表示を追加➄◎ホームの隙間の減少の追加➅規則に合わせ順序変更等

※１座れる場づくりガイドライン等区の取り組みの紹介

２基準等に関する主な変更点 凡例：●遵守〇整備◎望ましい整備下線：都改訂に伴う変更箇所以外



建建築の設計者と道路等の設計者や事業者が異なることが多く、
道路や公園のバリアフリー基準の担当課も異なるため、今まで１
冊だった冊子を以下の３冊へ分割し、それぞれのガイドラインの
改訂に合わせた改訂を適時盛り込みしやすく、また使いやすい厚
さになるよう改訂を行いました。

➀概要編・建築物編

➁概要編・道路・公園・公共交通施設・路外駐車場編

③資料編

マニュアルの冒頭に法令等の位置づけや、UDやスパイラルアップ
に関する考え方などUDに関する基本的な知識などについてわかり
やすく解説を追加しました。

また、概要編はマニュアル全体に関することのみに掲載内容を絞
り、それぞれの編の冒頭に各編に関する基本的な考え方や位置づ
けなどの解説を分けて追加することで、全体的にわかりやすい構
成としました。

マニュアルの構成等の主な変更内容
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概要編の主な変更概要について

▶概要編に
➀UDの視点
（公平、簡単、安全、
機能、快適）

➁スパイラルアップ
（当事者参加）
の説明を追加しました。

➀

➁



解説編では各編冒頭に基本的考え方の内容を追加
レイアウトの変更、都の解説文・解説図を追加
区独自基準を記号で明示・凡例の追加を行いました。

【施行規則の表記方法の変更】
・施行規則本文に沿った基準の掲載へ変更しました。
・色や枠を変えて経路ごとに基準の違いが分かりやすい
デザインになりました。

・用途と規模によりかかる基準など分かりにくい部分は
表で掲載しました。

旧 新

解説編の主な変更概要について➀



旧 新

解説編の主な変更概要について➁

【解説文・望ましい基準・解説図の変更について】

・区独自の基準を明示・凡例の追加をしました。
・解説文・望ましい基準はそれぞれの経路や車椅子使用者用トイレ
一般トイレなど各基準ごとに枠を分けて解説を掲載しました。

・解説文・望ましい基準等を掲載後に解説図を掲載するレイアウト
へ変更しました。



【その他の変更内容】

・コラムにて優良事例の掲載を追加しました。 例）段鼻の明度差など

・解説図にわかりにくい部分の参考例を追加しました。 例）手すり点字記載例など

・カームダウン・クールダウン室について望ましい整備に追加で掲載しました。

解説編の主な変更概要について③



▶資料編に

区の取り組みページ

情報のUDGL

座れる場づくりGL

を追加しました。

資料編の主な変更概要について
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